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連結子会社の一部工場の操業停止に関するお知らせ 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり連結子会社である大同佳楽登（馬鞍山）有限公司の一部工場の操業

停止を決議いたしましたので、お知らせいたします。 

記 

1. 操業停止の理由 

 当社は、2001年７月に中華人民共和国安徽省馬鞍山市に大同佳楽登（馬鞍山）有限公司を設立し、ニット製品の製造

と紳士服および婦人服の製造を行い、グループ内各社や取引先への製品の販売を行っております。 

 しかしながら、近年はニット部門の受注生産数量が安定的に確保できず、固定費を吸収することが困難な状況となっ

ており、グループ全体の収益基盤の再構築を図るため、ニット部門の操業を停止することといたしました。 

 紳士服および婦人服の製造につきましては、大同佳楽登（馬鞍山）有限公司の縫製部門および上海市の松江輸出加工

区にある大同利美特時装（上海）有限公司において継続してまいります。 

2. 人員の削減 

 ニット部門の操業停止に伴い、人員の削減を実施いたします。 

①人員削減の方法： 契約合意解除 

②対 象 者： 大同佳楽登（馬鞍山）有限公司 ニット製造部門の社員 

③人 員 数： 120名程度 

④退 職 日： 2020年５月８日以降 

⑤そ の 他： 退職者に特別退職金を支給する。 

3. 日程 

①取締役会決議日： 2020年４月24日 

②操 業 停 止 日： 2020年４月25日 

4. 今後の見通し 

 特別退職金の支給にともない、2021年３月期第２四半期連結会計期間において特別損失が発生する見込みです。 

金額が確定しましたら、速やかにお知らせする予定です。 

以上


